
 
 
 
 
 
 
 
 

隣保館運営事業功労者に対する厚生労働大臣表彰の被表彰者の決定について 

 

 隣保館運営事業功労者に対する厚生労働大臣表彰の被表彰者が決定し、県内では下記の 

２名の方が表彰されますので、お知らせします。 

 

記 

 

  中上
なかうえ

 和年
かずとし

 （隣保館長 新宮市井の沢隣保館） 

    平成 12年の着任以来、永年にわたり隣保館長として、人権・同和問題の解決に尽力

してきた。経験や知識を基に、井の沢のみならず新宮市内全館のリーダーとして隣保

館を牽引してきた。 

 

 速水
はやみず

 茂
しげる

 （隣保館長 新宮市春日隣保館） 

    平成 11年の着任以来、永年にわたり隣保館長として、人権・同和問題の解決に尽力

してきた。地域住民の信頼も厚く、経験や知識を基に、地域に根ざした活動を実施し

てきた。 

 

 

＊五十音順 

令 和 ２ 年 1 0 月 1 5 日 

資 料 提 供 

担当課 福祉保健総務課 

担当者 久保、西川 

電  話 073-441-2475(直通) 


